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☆主要判決全文紹介［知財高裁］［上］………… ⑴

　特許権侵害差止請求控訴事件において、原審では侵害差止が認められなかった控訴人は、主位的請求
を標記特許権侵害差止請求事件とし、標記特許の構成要件１Ｇにつき、特許請求の範囲の記載、本件明
細書１の記載及び本件発明１における冷却流体通路の技術的意義を総合して、「冷却流体通路は、熱放散
ブリッジの底面が冷却流体通路の全長にわたり長手方向壁を形成していることを要する一方、後部軸受
けにより形成される長手方向壁は冷却流体通路の全長にわたる必要はない」と解されるとし、また、同じ
く構成要件１Ｈにつき、特許請求の範囲の記載に、前記構成要件１Ｇの手順と同様により処理し、「熱放
散ブリッジの底面が、冷却流体通路内に配置された複数個の冷却フィンを有するとし、また、この冷却
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流体通路は、熱放散ブリッジの底面により形成される長手方向壁を全長にわたって要する一方、後部軸
受けにより形成される長手方向壁は必ずしも全長にわたって要するものではない」とし、（以上を前提と
して、構成要件１Ｇ及び１Ｈが被告製品１に充足されることにつき）被告製品１には、実質的に、構成
要件１Ｇ及び構成要件１Ｈが含まれるとして、特許権侵害差止請求が認められた事例である。

第１　当裁判所の判断

　当裁判所は、被告製品１は本件発明１（特許第4392352号（以下352号特許という）請求項11発明）の技
術的範囲に属するものと認められるから、控訴人の主位的請求を認容すべきものと判断する。その理由は、
以下のとおりである。また、事案に鑑み、控訴人の予備的請求についても判断する。　
１　本件発明１の意義
⑴　本件明細書１の記載

本件明細書の記載に必要とされる事項を補足した。（記載を省略）
⑵　前記⑴の記載によれば、本件発明の意義は、以下のとおりである。

すなわち、本件発明１は、空気又は任意の他の冷却流体が、オルタネータ／スタータの開口を通っ
て横方向に吸い込まれ、後部軸受け（４）の中央スロット４ｂ及び４ｃの方に流れ、熱放散ブリッジ
（16）の下方で冷却流体通路（17）内を循環し、熱放散ブリッジ（16）の底面及び冷却フィン（18）を、
それらの全長にわたって掃引した後、後部軸受け（４）の側部スロット４ａ及び４ｄを通って排出さ
れる構成とすることにより、熱放散ブリッジ（16）の上面に搭載された電力電子回路（15）が、冷却フィ
ン（18）及び熱放散ブリッジ（16）を介して、伝導によって冷却されるという効果を奏する（【0049】
【0072】）。
加えて、本件発明１は、回転シャフト（２）と熱放散ブリッジ（16）との間に空間22が存在し、空気は、
中央スロット23ａ及び23ｂを通って、オルタネータ／スタータ内に吸い込まれ、それから、回転シャ
フト（２）に沿って空間22内（軸方向流体通路）を流れ、熱放散ブリッジ（16）の下側の冷却流体通
路（17）と再合流する構成とすることにより、電力電子回路（15）が、一方では冷却流体通路（17）によっ
て横方向に、他方では、軸方向流体通路によって軸方向に冷却されるほか、軸方向を流れる冷却流
体によって、機械内の冷却流体全体の流量が増加し、オルタネータの内部部品をはるかに良好に冷
却することができるという効果を奏する（【0073】〜【0075】）。
　（本件発明１の意義のまとめ）

このように、本件発明１の意義は、熱放散ブリッジ（16）に軸方向空気通路を貫設せずに電力電子
回路（15）を冷却することにより、電子構成部品の配置に利用可能な空間を十分に確保するという課
題（【0024】）を達成するために、熱放散ブリッジ（16）の底面を冷却流体通路（17）の一方の壁とす
る構成を採用し、かつ、回転電気機械の内部部品を良好に冷却するために冷却流体全体の流量を増
加させることを目的として、横方向（半径方向）の冷却流体通路（17）に加えて軸方向流体通路を併
用する構成を採用した点にある。

２　争点⑴ア及びイ（構成要件１Ｇ及び１Ｈの充足性）
⑴　構成要件１Ｇの意義
ア　特許請求の範囲の記載
（原審では、）構成要件１Ｇにつき、「特許請求の範囲の記載に基づき、「前記底面は、冷却流体
通路（17）の長手方向壁を形成し、冷却流体通路（17）の他方の長手方向壁は、前記ステータ（３）
を支持している前記後部軸受け（４）により形成されている回転電気機械であって」とし、「前記
底面」とは、構成要件１Ｆの「底面を有する熱放散ブリッジ（16）」との記載によれば、熱放散ブリッ


